
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
十
号

金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に

関
す
る
法
律
第
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
機
能
早

期
健
全
化
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項

に
関
す
る
命
令

金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
十
九
条
に

お
い
て
適
用
す
る
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金

融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
機
能
早
期
健
全
化
業
務
に

係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

預
金
保
険
機
構
が
金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め

の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
機
能
早
期
健
全
化
業
務
を

行
う
場
合
に
お
け
る
法
第
十
九
条
に
お
い
て
適
用
す
る

預
金
保
険
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
預
金
保
険
法
施
行

規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一

条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
関
す
る
事
項

二
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
銀
行
（
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
協
定
銀
行
が

行
う
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
に
関
す
る

事
項

三
　
協
定
銀
行
に
対
す
る
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
損

失
の
補
て
ん
に
関
す
る
事
項

四
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
定
銀
行
か

ら
納
付
さ
れ
る
金
銭
の
収
納
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
機
能
早
期
健

全
化
業
務
の
方
法

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
日
内
閣
府
・
財

務
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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